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●P1 連合大分、政策・制度について大分県へ要請行動

● 高校生技能振興奨励賞 表彰式開催

●P2 令和５年度前期技能検定が実施されます

● 若年技能者の育成に力を入れている企業･団体

を応援します

● 企業による奨学金返還支援制度のご案内

●P3 ｢大分県プロフェッショナル人材活用センター｣のご案内

●P4 「賃金引き上げ特設ページ」開設のお知らせ

●P5 春季における年次有給休暇の取得促進について

● 協会けんぽ大分支部の保険料率が変わります

●P6 令和４年度女性活躍推進法にかかる制度改正

● 主要労働経済指標

●P7 労政･相談情報センターからのお知らせ

●P8 労委だより、労働委員会あっせん制度

２０２３
No.84（No.778)

３
月号

１月有効求人倍率 倍1.46
相談専用ダイヤル 携帯・スマホから

0120-601-540 097-532-3040

大分県最低賃金 円854

Topix
Main

大分県人権啓発イメージキャラクター こころちゃん

令和５年２月２７日(月)、連合大分の石本健二

会長が、大分県庁に広瀬勝貞知事を訪ね、大分県

に対し、政策・制度の要請を行いました。

石本会長はあいさつの中で、2023春季生活闘争

に関し、「賃上げに向けた今の機運の高まりを、

中小企業も含めた中でしっかり結果に繋げていか

なければならないと考えている。」と述べ、広瀬

知事に対し、６項目からなる要請書を手渡すとと

もに、最低賃金の引き上げに向けた取組への協力

を求めました。
(左)広瀬勝貞大分県知事 (右)石本健二連合大分会長

高等学校在学中に技能検定２級または溶接技能者評価試験専門級に合格し、技能に関連する県内の

事業所に就職する者に対して授与される高校生技能振興奨励賞の表彰式が、２月１６日(木)に大分県

庁で行われました。

この賞は、若手技能者の確保と技能の継承及び向

上並びに県内就職の促進を目的として平成２０年度

に創設され、これまでに７７名が受賞しています。

高 校 生 技 能 振 興 奨 励 賞 表 彰 式 が 開 催 さ れ ま し た

【令和４年度受賞者】
鶴崎工業高等学校 電気科 坂本 遥音 さん

細川 大空 さん
渡邉 慶一 さん

建築科 佐藤 咲來 さん
中 津 東 高 等 学 校 機械科 都留 佑仁 さん

肌埜 祐介 さん
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技能検定は「働く人々の有する技能を一定の基準により検定し、国として証明する技能の国家検定制度」です。

技能に対する社会一般の評価を高め、働く人々の技能と地位の向上を図ることを目的として、職業能力開発促進

法に基づき実施されています。試験に合格すると合格証書が交付され、｢技能士｣を名乗ることができます。

〈受検申請受付期間〉令和５年４月３日（月）から４月１４日（金）まで

〈受検申請書について〉大分県職業能力開発協会において配布します。

（大分市大字下宗方字古川１０３５－１）

※実施職種・受検料等詳細は大分県職業能力開発協会のＨＰをご覧ください。

ＨＰアドレス http://www.noukai-oita.com/

令和５年度前期技能検定が実施されます

令和５年度の前期技能検定が下記のとおり実施されます

本県経済の成長を支える重要な存在である中小企業の持続的な発展のためには、若年従事者の育成に

よる生産性向上と技能・技術の継承を図っていくことが極めて重要です。

そこで、優秀な技能者の育成と技能の継承に積極的に取り組む企業を大分県が支援します。

若年技能者の育成に力を入れている企業･団体を応援します！

(１）【若年技能者育成企業支援事業費補助金】
従業員の技能検定受検に要する経費の一部を県が補助

します！

対 象 者 大分県内の中小企業者

補助条件 技能士資格について月額1,000円以上の資格

手当を設けている又は新設すること

対象経費 令和５年度前期技能検定受検に要する費用

(受検料､講座受講料､教材費､材料費等)

補助内容 補 助 率 上記対象経費の２分の１

補助限度額 １人あたり ５万円

１企業あたり ５０万円(10人分)

※予算に達し次第終了となります

申請期限 令和５年４月２８日（金）必着

(２）【大分県技能人材育成表彰】
優秀な技能者の育成と技能の継承に取り組む中小企業

等を表彰します！

対 象 者 大分県内の中小企業者･企業組合･協業組合

要 件 県内での直近の事業実績が５年以上あり、

技能者の人材育成に積極的に取り組んでい

ること等

応募期限 令和５年７月３１日（月）

※補助金･表彰の詳細は大分県ホームページで

ご確認ください｡(｢大分 技能人材育成｣で 検索 ）

大 分 県 職 業 能 力 開 発 協 会 TEL０９７-５４２-３６５１
大分県商工観光労働部 雇用労働政策課 TEL０９７-５０６-３３３０お問合せ

大分県商工観光労働部 雇用労働政策課 TEL０９７-５０６-３３３０お問合せ

企業による奨学金返還支援（代理返還）制度のご案内

令和３年４月から、独立行政法人日本学生支援機構の貸与奨学金（第一種奨学金・第二種奨学金）

を受けていた社員に対し、企業が返還金額の一部または全額を代理で直接返還でき

る制度が開始されました。企業は代理返還金を給与として損金算入できます。

優秀な人材の確保・定着に向けて、ぜひ本制度の活用をご検討ください。

お問い合わせ 独立行政法人日本学生支援機構
奨学事業戦略部 奨学事業総務課 総務係 TEL03-6743-6029

詳細は、日本学生支援機構ホームページをご確認ください。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kigyoshien/index.htmlまたは⇒
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｢大分県プロフェッショナル人材活用センター｣のご案内

新たな商品・サービスの開発、その販売の開拓や個々のサービスの生産性向上などの取組を通じて、

県内中堅・中小企業の成長戦略を具現化していく「プロフェッショナル人材」のＵＩＪターンを促進す

るため、「大分県プロフェッショナル人材活用センター」を運営しています。

常勤雇用のみならず副業・兼業人材のマッチングを行うことも可能で、高いスキルを持った人材の確

保をサポートします。
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「賃金引き上げ特設ページ」開設のお知らせ

賃金引き上げを実施した企業の取り組み事例や、各地域における平均的な賃金額がわかる検索機能
など、賃金引き上げのために参考となる情報を掲載しています。

賃金引き上げを検討される際に、是非ご利用下さい！



労働基準法の改正により、平成31年4月から、全ての企業において年10日以上の年休が付与される労働者
に対する年5日の年休の確実な取得が求められているところです。
一方、導入が広がっている計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年休の計画的付与制度や、労働者

の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年休制度については、これからも新型コロ
ナウイルス感染症対策として実践している働き方・休み方を続けていくためにも効果的です。
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春季における年次有給休暇の取得促進について
～休暇で春を楽しんで、ココロとカラダをリフレッシュ～



全　国 大分県 全　国 大分県 全　国 大分県 全　国 大分県 全　国 大分県 全　国 大分県

371,408 308,245 296,064 252,019 75,344 56,226 144.4 149.0 132.0 138.0 12.4 11.0
365,100 313,197 293,056 258,210 72,044 54,987 140.4 146.7 129.6 136.9 10.8 9.8

　　 ３年 平均 368,493 309,022 296,652 255,452 71,841 53,570 142.4 148.3 130.8 136.7 11.6 11.6
　令和 ４年 　８月 313,414 272,407 301,851 256,152 11,563 16,255 139.1 142.6 127.8 130.9 11.3 11.7

９月 314,098 263,310 304,032 259,308 10,066 4,002 144.0 144.0 131.8 131.4 12.2 12.6
１０月 312,841 263,983 305,314 261,915 7,527 2,068 144.5 148.4 131.9 135.9 12.6 12.5
１１月 328,417 270,470 305,698 264,770 22,719 5,700 146.0 148.5 133.4 135.6 12.6 12.9
１２月 702,042 577,626 305,890 259,241 396,152 318,385 144.2 148.0 131.6 134.9 12.6 13.1

厚生労働省「毎月勤労統計調査」（規模30人以上）
県統計調査課「毎月勤労統計調査地方調査」(規模30人以上)

全　国 大分県 全　国 大分県 全　国 大分市 全　国 大分県

2.35 2.06 1.55 1.49 100.0 99.7 101.1 96.1 323,853 273,544
1.90 1.79 1.10 1.12 100.0 100.0 90.6 305,811 293,537

　　 ３年 平均 2.08 1.92 1.16 1.21 99.8 99.5 95.7 309,469 289,318
　令和 ４年 　８月 2.32 2.27 1.32 1.37 102.7 101.8 100.2 99.1 322,438 293,396

９月 2.27 2.26 1.34 1.42 103.1 102.1 98.5 94.5 313,989 312,931
１０月 2.33 2.35 1.35 1.39 103.7 102.5 95.3 94.6 328,684 347,796
１１月 2.42 2.26 1.35 1.40 103.9 102.4 95.5 95.1 308,122 300,411
１２月 2.39 2.18 1.35 1.40 104.1 102.2 95.8 94.2 353,794 341,443

（注）一般職業紹介状況の年平均は年度平均、月次は季節調整値。年度平均は原数値

   　　  大分県鉱工業生産指数令和2年,3年平均は未公表

令和 元年 平均
　　 ２年 平均

資料出所
厚　生

労働省

大　分

労働局

厚　生

労働省

大　分

労働局

鉱工業生産指数

(季調済)27年＝100

※年指数は原指数

1世帯当り（勤労者世帯）

家計消費支出（円）
新規求人倍率 月間有効求人倍率

(季節調整値) (季節調整値)

消費者物価指数

(総合)R2年＝100

総務省統計局

｢消費者物価指数｣

経済産業省

｢鉱工業生

産動向｣

県統計調査

課｢鉱工業生

産指数月報｣

総務省統計局

「家計調査」

全　国 大分市

資料出所
(大分県)

　　　        項目

  年月

一般職業紹介状況(学卒除く｡パート含む)

　　 ２年 平均

　　　        項目

  年月

賃　　金　　の　　動　　き 労　働　時　間　の　動　き

現金給与総額(円) 定期給与(円) 特別給与(円)
総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間

(時 間) (時 間) (時 間)

令和 元年 平均
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主 要 労 働 経 済 指 標

令和４年度女性活躍推進法にかかる制度改正について
～一般事業主行動計画策定、男女賃金差異の公表～

事業主の皆さまにおかれましては、下記内容について今一度ご確認いただき、対象事業所

につきましては速やかにご準備・ご対応いただくようお願いいたします。

① 労働者が１０１人以上の事業主は「一般事業主行動計画の策定」等が義務化されました

施行日 令和４年４月１日

一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象

が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されました。

② 労働者が３０１人以上の事業主は｢男女賃金の差異の公表」が義務化されました

施行日 令和４年７月８日

常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公

表の必須項目となりました。

※常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主は、「女性労働者に対する職業生活に関する

機会の提供」等で定められた計16項目から任意の１項目以上の情報公表が必要です。

初回の情報公表は、施行後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始

後おおむね３か月以内です。

女性活躍推進法の詳細は、厚生労働省ウェブサイト

（女性活躍推進法特集ページ）をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

大分県労働局 雇用環境・均等室 ℡０９７-５３２-４０２５お問合せ
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大分県労政･相談情報センターからのお知らせ

大分県労政･相談情報センターの労働相談（４月～５月）
大分県労政・相談情報センターは、賃金や労働時間などの労働条件、退職や解雇など、働くこと、雇うことに

関するトラブルが合理的、円満に解決されるよう、中立的な立場で問題点を整理しアドバイスします。
労働者、フリーランス、使用者の方などの相談に応じます。

一 般 労 働 相 談

労働に関する労使間のトラブルや疑問などの解決に向けアドバイスします。

相談日 月～金曜日 ８:３０～１７:１５

土日祝日と１２/２９から１/３はお休みです。

相談は来所又は電話によります。

出 張 労 働 相 談

月１回行う出張相談会です。弁護士にも相談できます。

４月２０日(木) Ｊ:ＣＯＭホルトホール大分 ２０１会議室（大分市）

受付 １３:００～１６:００（相談は１６：３０まで）

５月１８日(木) 佐伯市役所 ６階大会議室（佐伯市）

受付 １３:３０～１５:３０（相談は１６：００まで）

メ ー ル 相 談
来所､電話相談が困難な場合には､メール相談をお受けしています。

継続相談が必要な場合は、来所又は電話相談になります｡

ご相談は、こちらから https://www.pref.oita.jp/site/oitarodo/rsodan.html

年 度 当 初 の 労 働
お悩み集中相談会

4月14日(金)～16日(日)
金曜日夜間、土日の相談会です

４月は新年度を迎え、解雇や退職強要、雇用契約の更新、ハラスメントに関するこ

となど、新たな労働契約の締結や異動による人間関係の変化など、相談が増える時

期となります。

センターが開所している平日の昼間に勤務し、相談できない労働者の方へ開所時間

を拡大して相談会を実施いたします。

労働関係の悩みを抱えている方は、一人で悩まずご相談ください。

４月１４日(金) ８：３０～２０：００

４月１５日(土)･１６日(日) ９：００～１８：００

会場：大分県労政・相談情報センター（県庁舎本館７F雇用労働政策課内）

電話相談も可能です。

働き方のトラブル
集 中 労 働 相 談 会

5月12日(金)～14日(日)

金曜日夜間、土日の相談会です

日常の仕事の中で、労働のトラブルに悩んでいませんか。

新年度を迎えてから１か月が経過し、労働契約の締結や異動による人間関係の変化、

年度当初の残業の増加など、ゴールデンウィーク明けは相談が増える時期です。

職場で困ったことがあったら、一人で悩まずご相談ください。

５月１２日(金) ８：３０～２０：００

５月１３日(土)･１４日(日) ９：００～１８：００

会場：大分県労政・相談情報センター（県庁舎本館７F雇用労働政策課内）

電話相談も可能です。

電話相談は 固定電話からはフリーダイヤル０１２０-６０１-５４０ スマホ・携帯電話からはTEL０９７-５３２-３０４０

大分県労政・相談情報センター(大分県雇用労働政策課内)
TEL０９７-５３２-３０４０

秘密厳守・相談無料・予約不要 お問合せ

大分で「活躍する企業」や「働く人」、「魅

力的な大分」を発信しているサイトです！

▶▶https://oita-katete.pref.oita.jp/



<『悩まずどんとこい労働相談』実施状況 >

○相談者数

労働者 使用者 合計（人）

２０ １ ２１

○相談内容

経営・人事 賃金等 労働条件等 その他 合計(件)

７ １０ ８ ７

解雇　 　　 ５ 賃金未払い　８ 労働契約　 ４ パワハラ　 ４

退職　　  　２ その他　　　２ 年休　　　 ２ その他　　 ３

労働保険　 １

その他　　 １

○実施期間 ２月１日(水)～７日(火) 平日:午後8時まで 土日:午後5時まで

３２

第７７８号 労 働 お お い た 令和５年３月号

大分県商工観光労働部雇用労働政策課
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◇◆労委だより◆◇ （令和５年１月～２月の概況） 大分県労働委員会

◎審査事件関係
種 別 新 規 12月から繰越 終 結 ３月へ繰越

不 当 労 働 行 為 事 件 ０ ０ ０ ０
労 働 組 合 資 格 審 査 ０ ０ ０ ０
再 審 査 事 件 ０ ０ ０ ０

◎調整事件関係
種 別 新 規 12月から繰越 終 結 ３月へ繰越

あ っ せ ん １ １ ２ ０
調 停 ０ ０ ０ ０
仲 裁 ０ ０ ０ ０

◎個別労働関係紛争関係

種 別 新 規 12月から繰越 終 結 ３月へ繰越

あ っ せ ん ０ ０ ０ ０

〈会議の開催〉

１月２４日 定例総会(第1734回総会)

２月１４日 定例総会(第1735回総会)

２月２８日 定例総会(第1736回総会)

大分県労働委員会
労 働 相 談 ダ イ ヤ ル

☎０９７-５３６-３６５０

※相談時間は９時から１７時まで

大分県労働委員会では、無料で労働
相談を実施しています。
解雇、賃金未払い、配転など労使間

トラブルでお困りの方は、お気軽にご
相談ください。

大分県労働委員会
〒870-8501
大分市大手町３丁目１番１号
（県庁舎本館３階）

令和４年における不当労働行為事件

及び調整事件の審査等の実施状況を

公表しました

【大分県ホームページ】

https://www.pref.oita.jp/soshiki/

23100/osirase.html

「労働おおいた」へのご意見・ご感想お待ちしております。

(製作･発行)大分県商工観光労働部雇用労働政策課

〒870-8501 大分市大手町３－１－１
TEL.097-506-3353 FAX.097-506-1756
E-mail：a14310@pref.oita.lg.jp

Web労働おおいた
http://www.pref.oita.jp/site/oitarodo/rodooita-

0000.html

おおいたの労働
http://www.pref.oita.jp/site/oitarodo/

大分県労働委員会の『あっせん制度』

あっせん員※が労使双方の主張を聴き、お互いの歩み寄りに

よる紛争解決をお手伝いする制度です。

※あっせん員…労働委員会の公益委員・労働者委員・使用者委員のそ

れぞれからあっせん員が指名され、当事者間の話し合い

のお手伝いをすることにより、公正中立な紛争解決に努

めます。

▶ ▶ ▶ ▶
お問合せ・ご相談

大分県労働委員会事務局
☎０９７-５３６-３６５０
〒870-8501 大分市大手町３丁目１番１号
（県庁舎本館３階）

〈労働者〉
「解雇されたが納得がいかない。撤回してほしい」
「雇止めをされたが、更新してほしい」

〈使用者〉
「配置転換を命じたが、理由なく拒否されたので
解決したい」

・・・など

あ
っ
せ
ん
申
請

当
事
者
双
方
へ
の

事
情
聞
き
取
り

あ

っ

せ

ん

紛
争
の
円
満
解
決
・

労
使
関
係
の
安
定

個別労働関係紛争のあっせんについて
労働者個人と使用者との間に生じた労働条件、その他労働関係に関するトラブル（個別労働関係紛争）

を解決するため、第三者機関として援助する制度です。

この制度は、県内に事業所のある労働者及び使用者が利用できます。

無料･秘密厳守


